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投
稿
規
定
・
執
筆
要
領

投
稿
規
定

一
、〔
投
稿
資
格
〕

投
稿
資
格
は
本
会
会
員
に
限
り
ま
す
。
投
稿

規
定
並
び
に
執
筆
要
領
を
よ
く
お
読
み
の
上
投
稿
し
て
く
だ
さ

い
。
会
費
未
納
の
場
合
は
投
稿
を
受
理
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
な
お
、
原
稿
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
ま
す
。

二
、〔
審
査
〕

投
稿
さ
れ
た
原
稿
の
掲
載
は
理
事
会
編
集
担
当
で

審
査
の
上
決
定
し
ま
す
。
論
文
の
審
査
は
二
名
以
上
の
査
読
者

を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
の
報
告
に
基
づ
い
て
行
い
ま
す
。
審
査

に
あ
た
っ
て
は
、（
一
）民
俗
学
と
し
て
の
目
的
と
主
題
の
妥
当

性
、（
二
）
方
法
お
よ
び
資
料
の
扱
い
の
適
切
さ
、（
三
）
論
理

展
開
お
よ
び
結
論
の
明
確
さ
、
を
基
準
に
し
て
行
い
ま
す
。
な

お
、
原
稿
は
修
正
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

三
、〔
原
稿
枚
数
〕

原
稿
は
掲
載
区
分
に
応
じ
て
、
四
〇
〇
字
詰

原
稿
用
紙
換
算
で
次
の
よ
う
な
枚
数
制
限
を
設
け
ま
す
。
い
ず

れ
も
本
文
、
注
、
参
考
文
献
、
図
表
を
含
め
た
枚
数
で
す
。
枚

数
超
過
の
場
合
は
審
査
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

論
文

四
〇
〜
八
〇
枚

研
究
ノ
ー
ト

三
〇
〜
五
〇
枚

調
査
報
告

一
〇
〜
三
〇
枚

書
評

一
五
枚
程
度
（
※
）

書
誌
紹
介

一
〇
〇
〇
字
以
内

映
像
批
評

一
〇
枚
程
度
（
※
）

展
示
批
評

一
〇
枚
程
度
（
※
）

フ
ォ
ー
ラ
ム

一
〜
二
〇
枚

※

書
評
・
映
像
批
評
・
展
示
批
評
は
投
稿
の
対
象
か
ら

除
き
ま
す
。

論
文
は
過
去
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
新
し
い
見
解
が
示
さ
れ

た
も
の
、
研
究
ノ
ー
ト
は
調
査
・
資
料
に
基
づ
き
新
た
な
問
題

提
起
が
示
さ
れ
次
の
研
究
に
展
開
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
論
文

に
は
八
〇
〇
字
程
度
の
和
文
要
旨
と
キ
ー
ワ
ー
ド
五
語
、
英
文

タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
論
文
の
場
合
は
英
文

要
旨
を
三
〇
〇
語
で
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
英
訳
を
希

望
す
る
場
合
は
和
文
要
旨
と
は
別
に
、平
易
な
日
本
語
で
六
〇
〇

字
以
内
に
ま
と
め
た
英
文
要
旨
用
の
文
章
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

四
、〔
校
正
〕

著
者
校
正
は
初
校
の
み
と
し
ま
す
。
初
校
で
の
校

正
は
誤
字
・
脱
字
等
の
誤
植
の
訂
正
と
し
、
大
幅
な
加
筆
・
修

正
は
認
め
ま
せ
ん
。
定
期
刊
行
を
維
持
す
る
た
め
に
、
著
者
校

正
の
期
間
は
二
週
間
以
内
と
し
、
初
校
は
原
稿
と
と
も
に
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

五
、〔
抜
刷
〕

抜
刷
は
論
文
に
限
り
、
二
〇
部
を
無
料
で
作
成
し

ま
す
。
そ
れ
以
上
ご
希
望
の
部
数
に
つ
い
て
は
有
料
と
な
り
ま

す
。
必
要
部
数
は
初
校
返
送
の
際
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。



六
、〔
原
稿
の
送
り
先
等
〕

投
稿
原
稿
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
の
ほ

か
、
コ
ピ
ー
二
部
を
添
え
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。
ワ
ー
プ
ロ
原

稿
の
場
合
は
、
電
子
デ
ー
タ
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
、
Ｃ
Ｄ
、
Ｄ

Ｖ
Ｄ
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
等
の
い
ず
れ
か
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

原
稿
の
送
り
先
は
、
本
誌
奥
付
の
学
会
「
編
集
担
当
」
宛
と
し

ま
す
。
郵
便
事
故
に
備
え
、
控
え
の
コ
ピ
ー
を
と
り
、
必
ず
書

留
ま
た
は
簡
易
書
留
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
投
稿
原
稿
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

七
、〔
原
稿
の
採
否
・
掲
載
時
期
・
掲
載
区
分
〕

投
稿
原
稿
の
採

否
、
掲
載
時
期
、
掲
載
区
分
に
関
し
て
は
、
編
集
担
当
に
一
任

願
い
ま
す
。
採
否
と
掲
載
時
期
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
は

お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。

八
、〔
著
作
権
規
程
〕

本
誌
に
掲
載
す
る
論
文
等
の
著
作
権
は

「
日
本
民
俗
学
会
著
作
権
規
程
」
に
定
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

執
筆
要
領

一
、〔
原
稿
の
構
成
〕

論
文
の
構
成
は
要
旨
、
題
目
、
氏
名
、
本

文
、
注
、
参
考
文
献
の
順
と
し
ま
す
。
研
究
ノ
ー
ト
・
調
査
報

告
は
論
文
の
構
成
に
準
じ
ま
す
が
、
要
旨
を
つ
け
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
氏
名
に
は
ふ
り
が
な
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

二
、〔
原
稿
の
様
式
〕

ワ
ー
プ
ロ
原
稿
は
、
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×

四
〇
行
と
し
、
Ａ
４
判
用
紙
（
横
方
向
）
に
縦
書
き
で
印
字
し

て
く
だ
さ
い
。
手
書
き
原
稿
は
、
縦
書
き
で
二
〇
〇
字
詰
の
原

稿
用
紙
を
用
い
、一
字
ひ
と
マ
ス
の
原
則
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

三
、〔
盗
作
の
防
止
〕

盗
用
等
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
論

文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
調
査
報
告
を
問
わ
ず
、
執
筆
者
の
見
解
と

引
用
文
献
の
内
容
と
が
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
よ
う
に
、
表
現

上
お
よ
び
表
記
上
の
配
慮
を
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、〔
表
記
〕

文
章
は
現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
の
使
用
を
基

本
と
し
ま
す
。
固
有
名
詞
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人

名
に
は
、
敬
語
、
敬
称
は
用
い
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

数
字
は
原
則
と
し
て
漢
数
字
を
用
い
、
万
の
位
以
上
は
単
位
語

を
入
れ
ま
す
。

例

一
〇
万
九
三
〇
〇
円

わ
た
り
の
あ
る
数
字
は
次
の
よ
う
に
記
し
、
数
字
の
省
略
は
し

ま
せ
ん
。

例

八
五
〇
〜
八
六
〇
個

分
数
、
百
分
率
、
小
数
点
は
次
の
よ
う
に
記
し
ま
す
。

例

三
分
の
一

二
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

年
号
は
西
暦
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
元

号
は
必
要
に
応
じ
て
使
用
で
き
ま
す
。

年
・
月
日
・
時
間
・
年
齢
は
次
の
よ
う
に
記
し
ま
す
。

例

一
九
七
〇
年

万
延
元

一
八
六
〇
）年

二
月
二
十
八
日

十
一
時
二
十
三
分

三
十
五
歳
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五
、〔
引
用
〕

引
用
は
「

」
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
引
用
文
が
長
文
に
お
よ
ぶ
場
合
に
は
、
本
文
よ
り
一

字
分
下
げ
て
記
述
し
て
く
だ
さ
い
。
引
用
の
最
後
に
〔

〕

を
つ
け
、
著
者
の
姓
、
出
版
年（
西
暦
に
限
る
）、
ペ
ー
ジ
数
を

次
の
例
に
な
ら
っ
て
記
入
し
ま
す
。
史
料
等
の
引
用
に
つ
い
て

も
こ
れ
に
準
じ
ま
す
。

例

大
間
知
篤
三
は
「
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
〔
大
間
知

一

九
四
三

三
五
〕。

引
用
が
抄
録
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
記
し
ま
す
。

例

宮
田
登
は
、…
…
と
述
べ
て
い
る〔
宮
田

一
九
八
六

一

七
〜
三
四
〕。

六
、〔
注
の
書
き
方
〕

注
の
番
号
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
、

（

）に
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
注
は
必
ず
句
読
点
の
前
に
置
き
、

次
の
よ
う
に
記
し
ま
す
。

例

柳
田
國
男
の
考
え
に
よ

１
）

れ
ば
、
…
…

注
の
書
式
は
次
の
よ
う
に
記
し
ま
す
。

例
注１

）

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
…
…

□
□
□
□
。

七
、〔
参
考
文
献
〕

引
用
お
よ
び
参
照
し
た
文
献
は
す
べ
て
原
稿

の
最
後
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
参
考
文
献
の
配
列
は
、
著
者

の
氏
名
の
五
十
音
順
ま
た
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
し
て
く
だ

さ
い
。

一
）

単
行
本
の
場
合
は
、
著
者
、
出
版
年
、
書
名
、
出
版
社

の
順
と
し
、
書
名
は
『

』
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
論
文
の
場

合
は
、
著
者
、
出
版
年
、
論
文
名
、
収
録
雑
誌
（
単
行
本
）
名
、

巻
号
、
出
版
社
の
順
と
し
、
論
文
名
は
「

」
で
囲
み
、
雑
誌

（
単
行
本
）
名
は
『

』
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

例
（
単
行
本
の
場
合
）

大
藤
ゆ
き

一
九
六
八

『
児
や
ら
い
』

岩
崎
美
術
社

例
（
論
文
の
場
合
）

郷
田
洋
文

一
九
五
七

家
の
神
去
来
考
」『
日
本
民
俗
学
』

四
｜
四

直
江
廣
治

一
九
八
三

台
湾
華
人
社
会
の
民
間
信
仰
の

諸
相
」
大
淵
忍
爾
編
『
中
国
人
の
宗
教
儀
礼

仏
教

道

教

民
間
信
仰
』

福
武
書
店

例
（
翻
訳
書
の
場
合
）

ス
ミ
ス
、
Ｒ
・
Ｊ
・

一
九
八
一

『
現
代
日
本
の
祖
先
崇
拝
』

（
上
、
下
）
前
山
隆
訳
、
お
茶
の
水
書
房

二
）

欧
文
の
参
考
文
献
の
場
合
も
、
こ
れ
に
準
じ
ま
す
が
、

書
き
方
は
次
の
例
に
な
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
書
名
・
論
文
名
に

副
題
が
あ
れ
ば
コ
ロ
ン
（
：
）
を
付
し
、
書
名
お
よ
び
雑
誌
名

は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
表
記
し
て
く
だ
さ
い
。
翻
訳
が
あ
る
場
合



186

に
は
、
出
版
年
の
後
に
〔

〕
に
翻
訳
の
出
版
年
を
記
し
、

最
後
に
（

）
内
に
翻
訳
題
名
、
翻
訳
者
、
出
版
社
を
記
し

て
く
だ
さ
い
。

例
（
単
行
本
の
場
合
）

O
U
W
E
H
A
N
D
,
C
.
1964

〔1979

〕N
am
azu

-e
 
an
d

 
T
h
eir
 
T
h
em
es:

A
n
 
In
terpretative

 
A
pproach

 
to

 
S
om
e A

spects of Japan
ese F

olk R
eligion

,
L
eid
en
,

E
.J.B

rill

（『
鯰
絵

民
俗
的
想
像
力
の
世
界
』
小
松
和
彦

他
訳

せ
り
か
書
房
）

例
（
論
文
の
場
合
）

H
A
N
D
L
A
R
,
R
.
&
L
IN
N
E
K
IN
,
J.
1984 T

ra
d
itio

n
,

G
en
u
in
e
 
o
r
 
S
p
u
rio
u
s,

Jou
rn
al
 
of
 
A
m
erican

 
F
olklore 97
 

W
O
L
F
,
A
.
P
.
1974 G

o
d
s,
G
h
o
sts,

a
n
d A

n
cesto

rs,
in

 
A
.
P
.
W
O
L
F
(ed
.),

R
eligion

 
an
d
 
R
itu
al
 
in

 
C
h
in
ese S

ociety
,
S
ta
n
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress.

八
、〔
図
・
表
〕

図
・
表
お
よ
び
写
真
は
必
要
最
小
限
に
止
め
て

く
だ
さ
い
。
図
版
は
黒
で
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の
を
用
意
し
て
く

だ
さ
い
。
印
刷
所
で
ト
レ
ー
ス
し
な
お
す
場
合
は
、
実
費
を
負

担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
図
・
表
は
一
図
、
一
表

ご
と
に
別
紙
に
書
き
、
本
文
と
は
別
に
一
括
し
て
添
え
て
く
だ

さ
い
。
図
・
表
ご
と
に
通
し
番
号
を
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
イ

ト
ル
、
説
明
並
び
に
出
典
等
を
つ
け
、
本
文
原
稿
の
欄
外
に
挿

入
箇
所
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
図
・
表
の
説
明
は
、
図
の
場

合
図
の
下
に
、
表
の
場
合
表
の
上
に
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

九
、〔
オ
ン
ラ
イ
ン
文
献
の
引
用
〕

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
制
作
者
名
、

引
用
箇
所
の
タ
イ
ト
ル
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
、（
参
照
年
月
日
）ま
た
、
本

文
中
の
所
定
箇
所
に
、
以
下
の
よ
う
に
括
弧
書
き
を
入
れ
る
。

（
Ｈ
Ｐ
制
作
者
名
、o

n
lin
e ：

フ
ァ
イ
ル
名
）

オ
ン
ラ
イ
ン
文
献
の
引
用
に
つ
い
て
は
著
作
権
、
肖
像
権
な
ど

に
つ
い
て
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

例
日
本
民
俗
学
会：

h
ttp
: //w

w
w
so
c.n
ii.a

c.jp
/fsj /in

d
ex
.m
a
in
.h
tm
l

2005.7.13

）

と
し
て
、
文
中
に
は
（
日
本
民
俗
学
会
、o

n
lin
e:in

d
ex
 
n
j.

h
tm
l

）
と
す
る
。

（
こ
の
投
稿
規
定
お
よ
び
執
筆
要
領
は
二
〇
一
三
年
九
月
の
理
事

会
で
決
定
し
た
も
の
で
す
。）
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日
本
民
俗
学
会

著
作
権
規
程

二
〇
一
三
年
九
月
八
日

第
一
条

本
規
程
の
目
的

本
規
程
は
、
本
学
会
が
発
刊
す
る
す
べ
て
の
刊
行
物
に
投
稿
さ

れ
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
会
員
の
著
作
権
の
取
り
扱
い
に
関
す
る

基
本
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
条

著
作
権
の
帰
属

本
学
会
が
発
刊
す
る
刊
行
物
に
投
稿
さ
れ
る
論
文
等
に
関
す
る

国
内
外
の
一
切
の
著
作
権
は
、
最
終
原
稿
が
投
稿
さ
れ
た
時
点
よ

り
、
原
則
と
し
て
本
学
会
に
帰
属
す
る
。
ま
た
、
投
稿
論
文
等
の

公
衆
送
信
権
と
複
製
権
も
本
学
会
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
著
作
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
本
規
程
第
五
条
に
別
に
定
め

る
。

二
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
前
項
の
原
則
が
適
用
で
き
な
い
場
合

は
、
著
作
者
は
投
稿
時
に
そ
の
旨
を
本
学
会
宛
に
文
書
で
申
し

出
る
こ
と
と
す
る
。そ
の
場
合
の
著
作
権
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、

著
作
者
と
本
学
会
と
の
間
で
協
議
の
上
決
定
す
る
。

三
、
本
学
会
に
投
稿
さ
れ
た
論
文
等
が
、
本
学
会
の
出
版
物
に
掲

載
さ
れ
な
い
こ
と
が
決
定
し
た
場
合
、
本
学
会
は
た
だ
ち
に
当

該
論
文
等
の
著
作
権
を
著
作
者
に
返
還
す
る
。

第
三
条

不
行
使
特
約

著
作
者
は
、
以
下
の
（
1
）・（
2
）
に
該
当
す
る
場
合
、
本
学

会
と
本
学
会
が
許
諾
す
る
者
に
対
し
て
、
著
作
者
人
格
権
を
行
使

し
な
い
も
の
と
す
る
。

１
）

翻
訳
及
び
こ
れ
に
伴
う
改
変

2
）

電
子
的
配
布
に
伴
う
改
変

第
四
条

第
三
者
へ
の
利
用
許
諾

第
三
者
か
ら
著
作
権
の
利
用
許
諾
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
本
学

会
は
理
事
会
に
お
い
て
審
議
し
、
適
当
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て

要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
利
用
許
諾
す
る
権
利
の

運
用
を
理
事
会
の
承
認
を
得
て
外
部
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
、
前
項
の
措
置
に
よ
っ
て
、
第
三
者
か
ら
本
学
会
に
対
価
の
支

払
い
が
あ
っ
た
場
合
は
、
本
学
会
会
計
に
組
み
入
れ
、
学
会
活

動
に
有
効
に
活
用
す
る
。

第
五
条

著
作
者
の
権
利

本
学
会
が
著
作
権
を
有
す
る
論
文
等
の
著
作
物
を
、
著
作
者
自

身
が
こ
の
規
程
に
従
い
利
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
本
学
会
は
こ



れ
を
妨
げ
な
い
。

二
、
著
作
者
が
自
ら
の
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
、
著
作
者
は
本

学
会
に
事
前
に
申
し
出
る
と
と
も
に
、
利
用
さ
れ
た
著
作
物
中

に
、
初
出
が
本
学
会
の
出
版
物
で
あ
る
旨
を
明
記
す
る
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
元
の
論
文
等
を
大
幅
に
変
更
し
た
場
合
に
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
次
の
三
項
に
関
わ
る
利
用
に
関

し
て
は
、
事
前
に
申
し
出
る
こ
と
な
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

三
、
本
学
会
が
査
読
の
上
、
学
会
誌
へ
の
採
録
を
決
定
し
て
、
最

終
原
稿
を
受
領
し
た
論
文
等
に
つ
い
て
は
、
著
作
者
は
他
の
学

会
誌
等
に
投
稿
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
研
究
発
表
要

旨
等
に
つ
い
て
は
、
研
究
の
途
中
成
果
と
み
な
し
、
著
作
者
が

他
学
会
等
へ
投
稿
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
学
会
は
著
作
者

お
よ
び
他
学
会
等
に
対
し
異
議
申
し
立
て
は
行
わ
な
い
。

四
、
著
作
者
は
、
投
稿
し
た
論
文
等
に
つ
い
て
い
つ
で
も
著
作
者

個
人
の
Ｈ
Ｐ
等
に
お
い
て
、
自
ら
の
著
作
物
を
公
開
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
公
開
に
際
し
て
は
、
本
学
会
の
出
版
物
で

あ
る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

著
作
権
侵
害
お
よ
び
紛
争
の
処
理

本
学
会
が
著
作
権
を
有
す
る
論
文
等
に
対
し
て
、
第
三
者
に
よ

る
著
作
権
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
、
本
学
会
と
著
作
者
が
対
応
に
つ

い
て
協
議
し
、
解
決
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
本
学
会
に
投
稿
さ
れ
た
論
文
等
が
、
第
三
者
の
著
作
権
そ
の

他
の
権
利
及
び
利
益
の
侵
害
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
当
該

論
文
等
の
著
作
者
が
一
切
の
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

附
則１

）

こ
の
規
程
は
、二
〇
一
三
年
九
月
八
日
よ
り
適
用
す
る
。

２
）

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
る
も
の
と
す

る
。

188


